
日

の

議

会

で

、

井

上

24

議

員

は

「

市

長

は

、

富

裕

層

か

ら

応

分

の

負

担

を

求

め

る

べ

き

。

庶

民

と

の

所

得

格

差

は

倍

。

な

の

に

86

な

ぜ

同

じ

税

率

な

の

か

。

財

政

危

機

と

言

っ

て

敬

老

乗

車

証

改

悪

や

ヘ

ル

ス

ピ

ア
廃
止
な
ど
と
言
う
前
に
、

も

っ

と

税

収

増

へ

の

努

力

を
す
べ
き
。
そ
れ
抜
き
の
、

市

民

へ

の

し

わ

寄

せ

は

許

せ
な
い
」
と
迫
り
ま
し
た
。

市

は

「

市

民

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

る

町

会

費

と

同

じ

で

所

得

関

係

な

し

」

と

居

直

っ

て

い

ま

す

。
「

高

い

所

得

か

ら

は

高

い

税

率

で

、

低

い

所

得

か

ら

は

低

い

税

率

で

」

が

本

当

の

公

平

な

の

に

、

一

律

８

％

で

す

。

高

額

所

得

階

層

に

つ

い

て

、

以

前

の

税

率

に

戻

せ

ば

、

そ

れ

だ

け

で

百

億

円

高

齢

者

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

予

防

接

種

が

始

ま

っ

て

い

ま

す

。

今

年

か

ら

、

負

担

額

が

一

律

千

五

百

円

に

変

更

さ

れ

、

大

部

分

の

市

民

に

と

っ

て

は

値

上

げ

と

の

増

収

が

得

ら

れ

ま

す

。

株

を

売

っ

て

得

た

利

益

に

は

４

％

し

か

か

か

り

ま

せ

ん

が

、

証

券

会

社

等

の

天

引

き

の

為

、

上

の

統

計

か

ら

は

、

詳

細

は

不

明

で

す

。

株

で

利

益

を

得

て

お

ら

れ

る

富

裕

層

の

税

金

は

上

の

統

計

以

上

に

安

く

な

っ
て
い
る
ハ
ズ
で
す
。

な

り

ま

す

。

議

会

に

も

、

中

止

を

求

め

る

陳

情

が

続

々
と
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

市

長

は

「
国

葬

」
参

加
費
用
を
市
に
返
せ

ア
ベ
元
首
相
の
「
国
葬
」

に

市

長

も

参

加

。

参

加

費

４

万

４

千

６

百

円

は

市

の

公

費

か

ら

支

出

さ

れ

ま

し

た

。

井

上

議

員

は

「

自

費

に

す

べ

き

。

費

用

は

市

の

財

布

に

返

せ

」

と

、

日

24

の

議

会

で

求

め

ま

し

た

。

「

公

務

で

行

っ

た

」

な

ど

と
市
長
は
言
っ
て
い
ま
す
。

西
寺
跡
発
掘
調
査
勉
強
会

日

、

市

埋

蔵

文

化

財

15

保

護

課

か

ら

、

西

寺

跡

発

掘

調

査

の

中

間

報

告

が

あ

り

ま

し

た

（

写

真

上

）
。

東

寺

と

同

規

模

だ

っ

た

こ

と

や

、

今

の

公

園

の

西

南

側

に

五

重

塔

が

あ

っ

た

こ

と
な
ど
が
分
か
っ
て
き
た
、

等

と

の

お

話

で

し

た

。

そ

の

場

所

は

、

今

後

、

史

跡

公

園

に

な

る

予

定

で

す

。
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市民税から見た、庶民と大金持ちの所得格差
京都市「税務統計」より

課税標準額の段階 人 数 (人) 一人当たり総所得金額等

１００万円以下 ２２５ ,１２３ １ ,５８７千円
… … ↑

… … ↓（８６倍）

５千万円超 ６５４ １３６ ,４６３千円
合計 ６３４ ,３００ ３ ,８１１千円

※ 課税標準とは、収入から必要経費等等を引いた額に税率を掛け

て税金を計算する、その額のこと。標準と言っても金額のこと。

※ 市の統計では、１２段階に分けられていますが、表では上下２

段階づつだけを紹介しています。

※ 市民税は所得割と均等割から成っています。均等割は定額。所

得割は、所得の多少に拘わらず一律に、課税標準×８％です。一

定税率とか比例税率と言って、所得が高いほど相対的に減税にな

る不公平税制です。表は所得割についてだけ、紹介しています。

市
長
は
富
裕
層
か
ら
も
っ
と
税
金
を

庶
民
と
富
裕
層
と
の
所
得
格
差
は

倍
86

!?

な
の
に
な
ぜ
同
じ
税
率
な
の
か
!?

予
防
接
種
自
己
負
担
値
上
げ
ス
ト
ッ
プ
を

インフルエンザ予防接種負担金の変更
対 象 今 ま で 今 年 か ら

所得１２５万超 ２ ,０００円
課 〃１００万～ １ ,５００円
税 １２５万円以下 １ ,５００円

１００万円以下 １ ,０００円
市民税非課税 ０円

生活保護世帯 ０円 ０円

東和学区の方からの要望 で公園の草刈りが実現


